
 

25 
 

令和 2～4 年度 厚生労働科学研究費補助金 
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業） 
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父親支援の既存制度の把握 
 

研究分担者 小﨑 恭弘（大阪教育大学健康安全教育系教育学部教員養成課程家政教育部門・教授） 
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研究要旨  
背景：急激な少子化の進展や児童虐待の増加など、子どもと子育てを取り巻く環境は非常に厳しい

ものとなっている。そのような社会背景の中において、子育て支援の拡充が様々に取り組まれてい

る。しかしこれまでの子育て支援はその対象を母親のみとしてきており、父親は子育て支援の場に

ほとんど存在していなかった。男女共同参画社会の実現や共働き家庭の増加などの社会変化の中

で、もう一方の親としての父親の存在が社会的に希求されるようになった。そして父親自体も積極

的に子育てに関わるような風潮が見られ始めた。いわゆるイクメンブームの到来である。 
 そのような社会背景の中において、子ども達の育ちを積極的に支えるために「成育過程にある者

及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的

な推進に関する法律」（成育基本法）が制定され、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に

関する基本的な方針が作られた。その中に新たに「父親の孤立」が明記され、父親を支援の対象と

明確に位置付けた。 
 このように支援の対象として位置付けられた父親であるが、その支援の現状や具体的な方法や取

り組みについては、これまであまり関心が払われておらず、全国的な調査や研究はほとんど取り組

まれていなかった。本研究はその点に鑑み、全国の自治体等において父親支援の取り組みの浸透を

図ることを目的とし、3 つのフェーズに分けての調査研究の取り組みを行った。 
1. 我が国における父親支援の取り組みの把握に関する調査 
2. 全国の自治体における父親支援の好事例の収集 
3. 全国の自治体の父親支援の取り組みの事例集作成と試行プログラムの取り組みの報告書作成 

結果：父親支援に関して自治体調査と企業調査を行い、全国の父親支援に関わる取り組みの概要の

把握を行うことができた。またそれらをもとに、全国の自治体の父親支援に関する「好事例集」の

作成と、それらの内容をより深め父親支援の取り組みに関する「試行プログラムの取り組み」につ

いて、報告書として作成を行い、全国の自治体に送付した。 
具体的な調査と報告書は以下のようになっている。 

・全国基礎自治体の父親支援実施の現状に関する研究〜母子保健担当者調査より〜 
・企業における父親支援の既存制度の把握〜イクボス企業同盟の調査より〜 
・全国都市自治体の父親支援実施現状に関する研究~子育て支援担当者調査より~ 
「全国自治体父親支援好事例集」「父親支援の試行的プログラムの取り組み調査報告」 
報告書については別添付する。 
考察：日本の父親支援の既存制度の把握を行い、我が国で行われている父親支援の取り組みやプロ

グラムの収集・発信を行ってきた。少子化やこども家庭庁の成立など社会の変化が大きく早い中で、

父親の育児を取り巻く環境の変化も大きく見られている。それらに合わせる形で、父親支援の実態

の変化も求められる。より良い変化のためにも父親支援を支える明確な根拠の提示が、これから必

要となってくる。 
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研究協力者 
阿川 勇太（大阪総合保育大学児童保育学部乳児

保育学科・講師） 
 
Ａ．研究目的 
 令和 2 年（2020）から令和 4 年（2022）の 3 年

間にわたり実施してきた本研究の最終的な目的

は、全国の自治体において父親支援の取り組みを

広めることに資することである。そのために具体

的に 3 つの目的を持ち、調査に取り組んできた。 
 
1. 我が国における父親支援の取り組みの調査を

全国規模で行い、現在の父親支援の現状を把握

し我が国における父親支援の全体像を明らかに

する。 
我が国の母子保健施策は児童虐待報告数増加

を受けて、「すこやか親子 21」の課題に母親の育

児不安軽減が加えられ、様々な支援策が実施され

てきた。その一部として父親の育児参画が奨励さ

れてきたが父親の産後うつの存在、父親による児

童虐待報告数の増加を理由に、父親支援の必要性

も指摘されている。 
そのような背景の中で父親の育児支援に関す

る研究が、様々な学問的な広がりを持ち取り組ま

れている。看護学、社会学、教育学、保育学等、

その支援の対象を父親としながらも、様々なアプ

ローチが取られている。しかしこれらの取り組み

は、特定の自治体におけるプログラムなどをその

研究のフィールドとしており、当事者の調査や支

援者やその家族に対する調査などが中心として

研究が進められている。これまで全国的な父親支

援に関する取り組みやその実態については、あま

り明確にはなっていない。そこで本調査は日本の

基礎自治体における父親支援実施の現状を明ら

かにし、今後の母子保健の在り方を考察すること

を目的として行う。 
 
2. 自治体の調査から得られたデータや事例から、

現在の我が国における父親支援の取り組みにつ

いて分析を行い、日本の父親支援の特徴や好事

例について明らかにする。 
 2020 年に実施した全国基礎自治体の母子保健

担当部署に対する調査において、主に調査計画や

項目の検討を行った。この調査では、主な対象を

父親とする育児支援事業を実施していた自治体

は、全回答数 837 自治体の 6.6%にあたる 56 自治

体であった。父親への育児支援については前例が

少なく、事業として立ち上げるのは困難である。

しかし、実施していなかった自治体のうち 70%が

実施の必要性を感じていた。そこで本調査では、

父親育児支援事業を実施した自治体に対し、その

詳細を聞き取り調査によって明らかにし、実施に

至っていない自治体への情報提供の基礎的資料

とすることを目的とした。 
  
3. 自治体の行う父親支援の具体的な取り組みに

ついて詳細に検討をし、それらの取り組みを各

自治体での取り組みの契機となる好事例集や試

行プログラムについての報告書を作成する。 
 これまでの 2 年間において全国調査で全体像

の把握を行い、その中からより実践的な好事例を

明らかにしてきた。これらにより全国の自治体の

父親支援の実態を明らかにし、その上でモデルと

なる事例の提示を行ってきた。これらの積み重ね

の上において、より具体的な取り組みやそれら先

駆的な事例の詳細な内容について今年度は調査

を行った。これらの取り組みは最終的に全国の自

治体において、父親支援の取り組みを広く浸透す

る事を目指す。 
 

これらの目的は各調査を行う中で、それぞれの

知見やデータなどから研究班内で議論を重ね、ま

たコロナ禍等の社会状況や父親を取り巻く環境

の変化などを加味し制定したものである。最終的

に我が国において父親支援の取り組みを定着さ

せるために、自治体を中心とした市民を支える

様々なセクターでの取り組みができる基礎的な

資料を提示することを目指している。 
 

Ｂ．研究方法 
 本研究班は自治体での父親支援の取り組みに

資するために、以下の 3 点の取り組みを行った。

これらは前述の目的にそれぞれ対応しており、全

国の自治体における父親支援の推進に資するこ
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とを目的としている。 
1. 我が国における父親支援の取り組みの把握

に関する調査 
2. 全国の自治体における父親支援の好事例の

収集 
3. 全国の自治体の父親支援の取り組みの事例

集作成と試行プログラムの取り組みの報告

書作成 
図 1 はこの 3 年間の調査研究の取り組みを表

したものである。まずは 3 つの調査において全国

の父親支援の状況の把握に努め、そのデータから

得られた好事例から日本の父親支援の先駆的な

取り組みのあり方を確認した。その上でより具体

的で詳細な父親支援のプログラムや思考的な取

り組みについて、その背景や課題なども含めて報

告書とした。これらにより父親支援の取り組みを

可視化し、より実践的な父親支援プログラムの発

信を目指した。また新たに父親の育児に関する

「父親ニーズ調査（課題 4-2）」も行った。これは

自治体調査から、父親支援が行われない理由とし

て「父親のニーズの不明確さ」が挙げられており、

これらの調査の必要性が明らかになったことに

より行った。このニーズ調査の詳細は、高木によ

る分担研究報告書を参照されたい。 
 
 それぞれの取り組みについて、その具体的な内

容を以下に記す。 
 
1．我が国における父親支援の取り組みの把握に

関する調査 
我が国の父親支援の取り組みの把握のために、

以下の 3 つの調査を行った。 
1-1 全国基礎自治体の父親支援実施の現状に関す

る研究〜母子保健担当者調査より〜 
1-2 企業における父親支援の既存制度の把握〜イ

クボス企業同盟の調査より〜 
1-3 全国都市自治体の父親支援実施現状に関する

研究~子育て支援担当者調査より~ 
 
1-1「全国基礎自治体の父親支援実施の現状に関

する研究〜母子保健担当者調査より〜」 
2020 年 12 月 4 日から 2021 年 2 月 5 日に、全

国 1,741ヶ所の市町村の基礎自治体の母子保健担

当部署を対象に、郵送法自記式質問紙によるアン

ケート調査を実施した。新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止による影響がない 2019 年度の

父親支援事業について尋ねた。研究協力者ととも

に調査項目の検討を主導し、通常の母子保健事業

（母子健康手帳交付時、妊娠期両親学級、乳幼児

健診時）の中で実施している父親への育児支援に

おける実施の有無とその内容、主な対象者を父親

として実施した事業の有無とその内容、コロナ禍

における支援の実施状況についての質問を設け

た。さらに、全自治体に対して、父親支援の必要

性について、父親支援を実施していない自治体に

対してその理由と父親支援を実施するために必

要なこと、母子保健における父親の情報の必要性

についても尋ねた。 
 

1-2「企業における父親支援の既存制度の把握〜

イクボス企業同盟の調査より〜」 
本研究では父親の育児に関心が高いと推察さ

れる、イクボス企業同盟の協力を得て、各企業の

人事課、ダイバーシティ担当部署に郵送留め置き

法による質問票調査を行った。主な調査内容は、

1.父親支援の取り組み状況 2.今後の父親支援の

取り組みの方向性 3.企業と自治体の父親支援の

取り組み 4.企業プロフィール 5.自由記述、とし

た。調査項目については、過去の先行研究、企業

担当者等へのヒアリング等から設定した。またプ

レ調査として、企業関係者、NPO 担当者、父親の

育児に関する有識者等に実施し、調査の精度を高

めるように務めた。事業内容はコロナウイルス感

染防止の影響がなかった 2019 年度に限定した回

答とし、属性に関する項目は集計処理が完了して

いる最も新しい年度である 2019 年度の数値、数

値以外の項目は調査期間時点での状態の回答と

した。 
 
1-3「全国都市自治体の父親支援実施現状に関す

る研究～子育て支援担当者調査より～」 
全国の都市自治体地域子育て支援事業担当を対

象とした。具体的には政令市・中核市・市・東京

23 区の計 814 自治体であり、回収率は有効回収
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数 351 件（43%）であった。調査の実施時期は

2021年 12月 17日から 2022年 1月 31日であり、

郵送法自記式質問紙によるアンケート調査を行

った。具体的な質問内容はコロナウイルス感染症

の影響がなかった 2019 年度に限定した回答とし、

属性にする項目は集計処理が完了している最も

新しい年度である 2019 年度の数値、数値以外の

項目は調査期間時点での状態の回答とした。 
 

2. 全国の自治体における父親支援の好事例の収

集 
2020 年 12 月から 2021 年 2 月に当研究班で全

国 1,741ヶ所の自治体の母子保健事業担当部署の

課長クラスを対象に実施した「全国基礎自治体に

おける父親育児支援実施状況」で「主な対象を母

親ではなく父親とした育児支援を実施した」と回

答した 54 自治体を調査対象とした。それぞれの

自治体担当者に対し、調査員が事例報告用に作成

したパワーポイントのフォーマットをメール送

信し、必要事項を記入してもらった。 
内容は、スライド 4 枚を用いて （1）「事業名」

「実施時期」「スローガンや内容を簡潔に表す記

述」、 （2）「地勢」「地域の概況」「事業の概要」、

（3）「取り組みの経緯」「2019 年の取り組みの概

況」、（4）「工夫点」「課題」「取り組みの評価」の

項目について、各項目を記入するパワーポイント

のひな型を作成し、各自治体担当者に作成を依頼

した。さらにヒアリングによって情報を追加した。 
 
3. 全国の自治体の父親支援の取り組みの事例集

作成と試行プログラムの取り組みの報告書作

成 
 2022 年 9 月から 12 月において各自治体の担当

者に対して、インタヴューおよび書面にて調査を

行った。これまでの調査研究より父親支援の先駆

的、特徴的な取り組みを行っている 7 自治体を抽

出し、父親支援における詳細な取り組みの内容に

ついて調査を行った。調査対象自治体は 6 つの基

礎自治体と、1 つの広域自治体であった。 
 研究者及び協力者が自治体職員、事業実施担当

者からインタヴュー及び書面にて回答を得た。イ

ンタヴュー時間は60〜90分とし、書面はこちらか

ら質問項目を明記し、それらについて記載を求め

た。具体的な父親支援のプログラムについて実際

に見学をしたり、企画等に関わりその内容の検討

を自治体職員と一緒に行ったりした。より具体的

で詳細な取り組みを見たり、実際のプログラムを

見学したり、ともに検討を行う中で、父親支援の

取り組みの運営や企画、実際のプログラムの準備

や進行、また課題や困難さなどを確認することが

可能となった。 
自治体の選考は、これまでの調査の中でより先

駆的な取り組みをしている自治体を対象とした。

また研究者への父親支援の取り組みの依頼や相

談があり、これらの研究調査に協力を得ることの

できる自治体を選択した。具体的な自治体は以下

の7箇所（神奈川県横浜市、京都府京都市南区、

京都府京都市西京区、京都府向日市、三重県四日

市市、兵庫県芦屋市、大分県）である。大分県の

み広域自治体であり、県下の基礎自治体の父親支

援を進めているという視点から今回取り上げた。 
 調査項目は「プログラムについて」プログラム

の概要、取り組み開始年、スタートの理由、担当

部門、協力部門、年間予算、実施メンバー、職種

等である。「具体的なプログラムの内容」は、取

組の具体的な概要、実際のプログラム、広報、周

知の方法、参加者の年齢層等、参加者の意見や反

応、プログラムの改善点、課題、今後の方向性で

ある。最後に「自治体プロフィール（2021 年）」

として、人口、高齢化率（65 歳以上）、年少化率

（15 歳未満）、担当部署などを確認した。 
 
倫理的配慮 

本研究で扱ったデータに個別情報は含まれて

いない。またアンケート調査実施時に、アンケー

ト調査への協力の確認とデータの適切な処理、個

人情報等の取り扱いについての説明を行い、同意

を得ることができた自治体・企業のみの回答をデ

ータとして使用している。好事例集や報告書の作

成にあたり、担当部署に確認を行った上で作成を

した。 
 また以下のアンケート調査においては、国立成

育医療センター倫理審査委員会において審査を

経て承認を得ている。 
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・全国基礎自治体の父親支援実施の現状に関す

る研究~母子保健担当者調査より~(No.2020-217) 
・企業における父親支援の既存制度の把握〜イ

クボス企業同盟の調査より〜(No.2020-302) 
・全国都市自治体の父親支援実施現状に関する

研究~子育て支援担当者調査より~ (No.2021-177) 
 
Ｃ．研究結果    
 本研究班は大きく 3 点の取り組みを行った。そ

れぞれの結果について以下に概要を記する。詳細

な結果は、それぞれ各年度の総括報告書に掲載さ

れている 1)-4)。 
 
1. 我が国における父親支援の取り組みの把握に

関する調査 
・全国基礎自治体の父親支援実施の現状に関す

る研究〜母子保健担当者調査より〜１） 
837 の自治体から回答があり回収率は 48.1%

であった。総人口 7 万人未満の自治体が 71.1%と

全国の割合より少なかった。通常の母子保健事業

に父親の支援を組み込んで実施していた自治体

は、「母子健康手帳交付時」「両親学級」で実施さ

れることが多く、総人口 7 万以上の自治体で、有

意に実施件数が多かった。主な対象者を父親とす

る事業を実施していた自治体は 56(6.6%) に止ま

ったが、実施しなかった自治体の 70.5%は父親支

援が必要であると回答した。支援実施に至らない

理由として多かった回答は「ニーズが不明」「業

務が多忙」「専門的な人材が足りない」であった。

さらに事業化に必要なこととして多かった順に

「ニーズ調査」「プログラム提示」「広報と集客」

が挙げられたが、実際にニーズ調査を実施してい

る自治体は 11(1.4%)のみであった。父親支援が必

要である理由としては、母親支援の視点による項

目が多く、父親自身に関する項目を挙げる自治体

は少ない傾向にあった。コロナ禍で工夫して開催

した事業については、オンライン対応や内容変更、

時間短縮等の回答があった一方で、密をさけるた

めに父親同伴、参加の中止という回答もあった。 
 

・企業における父親支援の既存制度の把握〜イ

クボス企業同盟の調査より〜２） 

イクボス企業同盟に加盟する 232 社のうち、82
社から有効回答を得た。父親支援の取り組みとし

ては、「出産祝金制度」が 81.7%、「育児のための

法定以上の休暇取得の促進」が 61.0%と高い割合

を示した。父親支援に取り組むことにより、「社

員のワーク・ライフ・バランスの向上 (86.6%)」、
「社員の家庭生活の充実(84.1%)」、「ダイバーシ

ティの推進(84.1%)」につながると感じているこ

とが明らかになった。一方で、父親支援に取り組

むことにより「他の社員への負担が増える

(68.3%)」、「管理者から賛同が得られない(48.8%)」
などの困難要件が生じることも示された。 
 
・全国都市自治体の父親支援実施現状に関する

研究～子育て支援担当者調査より～ 
都市自治体の子育て支援部署における子育て

支援 4 事業内の父親支援の取り組みは、全体の

30%程度にとどまっており、積極的に取り組んで

いるとは言い難い状況である。またそれとは別に

自治体独自の父親支援は 30%程度の自治体で実

施されており「産前父親支援、父親参加型イベン

ト、父子手帳」などの取り組みが見られた。法律

や制度内において、明確に父親に対する規定がな

い中で、自治体の裁量や判断に父親支援が委ねら

れていることが明らかになった。 
 
2. 全国の自治体における父親支援の好事例の収

集３） 
ヒアリング調査は 21 の自治体から回答を得た

（表１）。事業の目的は父親育児支援、母親育児

支援、子育て支援、共働き夫婦育児支援、男性健

康・食育健康支援、が挙げられ、実施時期は産前

の男性を対象とした事業 11、育児期は 10 であり、

自治体ごとに工夫された内容であり参加者の評

価も良好であった。 
父親への育児支援は明確な法的根拠に乏しく

事業化しにくいと考えられ、実施の有無は都道府

県の推奨の度合いや地域特性などから得られた

母子保健担当部署職員の考え方や職場風土が影

響していると考えられる。他部署及び多機関との

連携を含め、効果的な支援策実施のために、父親

のニーズを取り入れ、全国的な質の担保を考慮し
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たモデル事業の提案が望まれる。父親を主な対象

とする育児支援を実施している自治体では、前例

のないなかでそれぞれ工夫していた。しかし全体

の傾向として、母親や育児を理解するための内容

が多く、父親の育児を支援する内容には至ってい

ないと考えられる。 
 
3. 全国の自治体の父親支援の取り組みの事例集

作成と試行プログラムの取り組みの報告書作成
4 ) 
これらの結果を「父親支援の試行的プログラム

の取り組み調査報告」として取り組みをまとめた。

父親支援の取り組みは、それぞれの自治体の特徴

的な内容がみられる。またこれらの取り組みのプ

ロセスや参加者の評価や意見など、実践の中から

明らかになったものを報告書として作成した。   
全国の自治体の先駆的な父親支援の取り組み

から、これらの実施の要因として自治体の職員や

行政マンの高い意識が見られる。またこれらの取

り組みは自治体の市民生活の適切なニーズの対

応や、新しい社会環境への積極的な対応という側

面があり、今後の自治体のあり方にプラスの影響

を与える契機となる。 
具体的に取り上げている自治体は表 2 の通り

である。 
 
Ｄ．考察 
 我が国の父親支援の取り組みを、基礎自治体

（母子保健部署・子育て支援部署）と企業の調査

から明らかにすることができた。企業において父

親支援の取り組みとして、出産祝金や休暇の取得

などの制度的な支援が多く見られた。また企業に

とっても父親支援は、ワーク・ライフ・バランス

やダイバーシティ推進などのメリットもある。企

業における父親支援の意義が明確になった。 
また自治体においては、父親支援の意義につい

ては多くの自治体で認識はされているものの、父

親支援の取り組みに関しては限定的なものであ

った。意識と実際の取り組みにおいて、矛盾が見

られた。また自治体の人口の多寡により、取り組

みの違いが見られた。これらは児童数や出生数な

どの人口動態などの影響があることが推察され

る。つまり各自治体においてそれぞれの人口構成

や産業構造などの違いが大きくあり、それらに応

じて父親支援の実態も変化することが明らかに

なった。これらは全国一律の父親支援の取り組み

の困難さを浮き立たせるものとなったが、同時に

自治体における多様な父親支援の実態や可能性

を示唆するものでもある。それぞれの自治体に応

じた父親像や適切なニーズの把握が、父親支援の

実施や浸透において重要であることが明らかと

なった。 
その上で様々な父親支援の取り組みや方法や

あり方を、提示することが重要であることが示さ

れた。これらに対応するために、全国の父親支援

の好事例の収集とその発信を行った。自治体調査

から明らかになったものから、特に父親支援の取

り組みとして優れているもの、ユニークなもの、

特徴的なものなどを選択し取り上げた。これらは

実践的なものであり、また様々な地域や規模の自

治体から選択を行い、他の自治体の参考となるよ

うに配慮した。また好事例よりもう一段内容を掘

り下げ、より具体的な父親支援の取り組みを「父

親支援試行プログラム」として収集し、その内容

の調査を同時に行い報告書としてまとめた。これ

らの報告書を通じて、今後父親支援に取り組む自

治体の参考となるものとした。 
 我が国においてこれまで全国的な父親支援の

取り組みに関する調査などがあまりなく、父親支

援がどのような状況の下で何がなされ、また何が

なされなかったなどがこれまでは分からなかっ

た。今回の調査において、全国の取り組みが可視

化されることとなった。父親支援自体の取り組み

は低調ではあったが、まずはその状況の理解がで

き、その中での課題も明らかになったことは評価

に値する。これまで父親支援自体が社会的にほと

んど見られることがなく、プログラムや取り組み

自体が脆弱なものであった。今回の報告書に記載

されている好事例やプログラムは、それぞれの自

治体の鋭意工夫や努力などが垣間見られる。もち

ろん全く同じプログラムをする必要はないが、各

自治体が自らの状況などに応じて参考にしたり、

取り組みの契機になれば幸いである。 
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Ｅ．結論 
・近年の子育てを取り巻く環境の急激な変化へ

の対応 
 3年間に渡り日本の父親支援に関わる調査研究

を進めてきた。特にこの3年間はコロナ禍の影響

が大きくあり、社会全体の体制やシステムが大き

く変化してきた。子どもを育てる行為自体が困難

化し、子どもの育ちの不安さやそれを取り巻く環

境も不明瞭なものとなった。また父親を取り巻く

家庭生活、職業生活、社会生活なども、大きな混

乱の中にあり、その最適解が誰も分からない時期

を過ごした。その中においても子どもの成長は続

き、また子育ての行為を止めることはできない。

そのような社会の中で、新たに子育てや家族また

父親の生き方自体や、そのあり方の根本的な意味

が問われた。誰もどのような対応や関わりが正し

いのかが分からない中で、父親が自らの子育てに

ついて再考することが求められた。 
 そのタイミングでこれまで例を見ないほどの

少子化が社会的な課題となり、子育てのシステム

の大きな変更が予定されている。いわゆる「異次

元の少子化対策」である。当然のことながら父親

の子育てを支える取り組みも、この大きな変革の

中でその在り方が問われ、また変化していくもの

と考える。 
 コロナ禍前後における父親支援の取り組みを

中心に、これまで調査を進めてきた。ある意味特

別な3年間の調査であり、大変貴重なタイミング

のデータの収集ができたと感じている。これらの

特異性を考慮しつつ、これからの父親支援の実態

を検討していく必要性がある。そしてこの少子化

をはじめ子育てを取り巻く環境が、ダイナッミク

に変化していく中で、父親とその子育ての変化も

大きなものであると予想される。その変化を見据

えながらも、その変化をより良いものとしていく

視点が今後の研究には強く求められると考える。 
・父親支援に関わる根拠の必要性 
 この3年間において様々な父親支援の取り組み

についての調査が行われ、その意義やまた課題な

どもある程度明らかになってきた。特に自治体に

おける父親支援においては、地域やその自治体の

規模などにより、取り組みの差が見られた。また

調査により、法的な根拠のある事業において一定

の父親支援の取り組みが見られた。母子保健担当

部署調査からは「母子保健法」に定める事業であ

り、子育て支援部署による調査では「地域子育て

支援拠点事業」によるものである。当然のことで

はあるが、行政の事業はその取り組みにおいて明

確な根拠が存在する。それは時として自治体の長

や職員の計画や取り組みである場合もあれば、多

くの場合は法的な根拠に準拠しているものであ

る。換言すれば、明確な根拠がなく自治体が事業

を行うことは困難である。根拠が明確でまたその

ことに基づき市民や議会に対して明確で納得で

きる説明ができ、予算の執行が可能となり事業が

実行できるといえる。行政の実行の根拠そして存

在を明確にしているものが、法律等であると言え

る。 
 そのように考えると現在の父親支援の最大の

課題は、父親支援における明確な根拠が脆弱なこ

とである。先ほども述べたが自治体の父親支援の

取り組みは、その基幹法が母子保健法などであり、

あくまで「母子」がその対象であり法律の理念は

母体の保護が中心である。その目的達成のために

父親の存在が必要であり、間接的に父親の支援を

行っているという形となる。ダイレクトに父親を

主体としたものではなく、母親のサポート役とし

て父親を位置付けている。この根底には子どもを

産み育てるという育児の主体に、母親のみが規定

されているこれまでの我が国における育児観が

見られる。父親支援が遅々として社会的に浸透し

ない根幹の原因は、この社会の価値観の壁が存在

することである。それゆえに子どもや子育てに関

わる様々な法律や制度やシステムにおいて、母親

がその中心として規定され、父親が規定されてい

ない、あるいはされにくい状況が存在している。

そのことにより父親支援が、社会的に浸透できに

くい環境が生まれているのである。 
 その解決の一つの方向性は、父親支援に関する

明確な根拠を持つことにある。成育基本法の基本

方針において「父親の孤独」が記載されたことは

画期的なことではあるが、そのことがダイレクト

に父親支援の明確な根拠とはならない。また児童

福祉法などにおいても「子育ての第一義的責任は
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保護者にある。」子ども子育て支援法では「子育

ての第一義的責任は、父母その他保護者にある。」

などと父親が想定はされている。しかしこれらは

あくまで理念ベースのものであり、そのこと自体

が父親支援の明確な根拠とはなり得ない。 
 もちろん単独で「父親支援」を基盤とした根拠

法などの成立が行われば良いと考えるが、現時点

では時期尚早である。法律などは社会的なコンセ

ンサスや、その必要性や課題の解決に対応して、

国民的な合意形成の上でなされるものである。こ

れは父親支援が不必要ということではなく、社会

全体において父親支援がまだまだ浸透している

と言えない状況の中で、制度や法律などを求める

こと自体に無理が生ずる。そのような視点に立て

ば、社会全体に父親の育児の必要性やその意義を

より明確に伝え、社会全体の父親の育児に対する

理解やその価値観を高めることが必要となる。そ

の取り組みは、父親のみならず父親に関わる支援

者や行政、NPOなどを含めた様々人たちの努力に

よるものであると考える。それらの取り組みにお

いて、これまでの研究が何かしら影響を与え、そ

して少しでも父親支援の取り組みが浸透するこ

とができる環境に資することが、本研究の大きな

意義となり得る。 
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図 1. 3 年間の研究構成図 
 
 
表 1.父親支援プログラム好事例自治体一覧 
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表 2. 自治体におけるプログラム名 
 自治体名 実施主体 プログラム名 

1 神奈川県横浜市 パパライフサポート 父親育児支援事業 
2 京都府京都市南区 吉祥院児童館 吉祥院児童館における父親支援 
3 京都府京都市西京区 西京区役所保健福祉センター 子どもはぐくみ室における父親支援 
4 京都府向日市 NPO 法人子育て支援ねこばす 子育てひろばにおける父親支援 
5 三重県四日市市 四日市市とよかパパ 父親の子育てマイスター事業 
6 兵庫県芦屋市 芦屋市  男女共同参画推進課の父親支援 
7 大分県 大分県 パパのコミュニティづくり推進事業 

 


